
様式第 1号 

経 営 戦 略 

 

秋 田 県 仙 北 市 

水 道 事 業 会 計 

 

第１ 経営の基本方針 

 

 これからの水道事業は、給水人口や料金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、頻発する自然災害へ

の対応等、非常に厳しい事業環境が避けられない状況にあります。しかし、どのような状況下にあっても、

水道事業は「安全な水を安定して供給する」責務を負っています。そして、その責務を果たすべく徹底し

た経営の効率化や健全化に取り組んでいかなければなりません。 

 水道事業では、「仙北市総合計画」 の中で描かれている「安心・安全で潤いのある生活環境のまち」を基

本理念として、持続可能な水道事業の実現に向け努力していきます。そのため、現在水道未普及となって

いる地域については、住民の水需要を考慮しながら計画的に水道管を延伸していきます。また、水道施設

の更新や補修などの維持管理、施設運用については、長期的な財政収支見通しに基づき、重要度・老朽度

に応じた計画的な施設整備を行い、事業費の平準化を図りながら、水需要に応じた施設規模の適正化（ダ

ウンサイジング）を進めます。さらに、必要な資金を確保するため、企業債借入残高の増高を抑えながら、

徹底した経費削減を行うことはもちろんのこと、適正な料金水準と料金体系を検討し、経営の効率化と財

政基盤の強化に努めます。 

 

第２ 計画期間 

 

 平成２８年度から平成３７年度まで １０年間 

 

第３ 投資・財政計画 （別紙） 

 

第４ 効率化・経営健全化の取組 

 

   （1）組織、人材、定員、給与に関する事項 

     効率的な組織への見直しや、定員の適正化に取り組んでいきます。 

     また、職員の世代交代が進む中で、技術の継承が重要となってくるため、ベテラン職員が培っ

てきた技術の正確な継承に努め、技術職員の確保と育成に取り組みます。 

 

   （2）広域化に関する事項 

     近隣市町村の動向に注視し、その可能性について検討していきます。 

 

   （3）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

     平成２７年度より料金賦課徴収等業務について民間委託を実施しています。 

     今後も事業の経営責任を確保しながら､経済的かつ効率的な範囲を検討し、民間委託の導入を実

施していきます。 

 

   （4）その他の経営基盤の強化に関する事項 

     特筆すべき事項はありません。 

 



   （5）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足がある場合にはその解消法 

     資金不足が生じる見込みはありません。 

 

   （6）資金管理・調達に関する事項 

     資金管理については、手持ち資金のきめ細かな運用を図り、利息収入の確保に努めます。 

     減少傾向である水道料金収入に対し、今後見込まれる費用の増加に対応するために、事業の見

直し、経営の効率化等による経費の削減に取り組んでいきます。 

     しかし、多額の水道施設の更新資金を確保するためには、国からの財政支援が不可欠であるた

め、財政支援の拡充及び要件の緩和等を要望し、更新財源の確保に努めます。 

 

   （7）情報公開に関する事項 

     毎年度の決算について市広報誌に掲載しています。 

 

   （8）その他重点事項 

     特筆すべき事項はありません。 

 

第５ 経営戦略の進捗管理や見直し等について 

 

 毎年度の決算期において、進捗状況の確認作業を行います。また、社会経済情勢や事業の経営状況を見

極めながら、適宜投資・財政計画のローリングを行います。 

 

 

（参考） 

 

   （1）事業の意義、提供するサービス自体の必要性 

     水道事業は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的としており、水道法第２条第１項の「国

及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのでき

ないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれ

らの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならな

い。」との規定に基づき、安全な水を安定して供給することが求められています。 

 

   （2）公営企業として実施する必要性 

     施設の建設や更新に巨額の投資が必要ですが、必ずしも投資資本を回収できるとは限らないこ

とから、民間企業の進出が期待できません。また、安全な水を安定して供給することが求めら

れているため、公営企業として実施することが必要です。 



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
上水道

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 257,286 263,124 264,487 262,750 263,244 263,740 264,237 263,739 263,242 262,747 262,252 261,762
(1) 248,829 246,995 248,764 247,488 247,982 248,478 248,975 248,477 247,980 247,485 246,990 246,500
(2) (B)
(3) 8,457 16,129 15,723 15,262 15,262 15,262 15,262 15,262 15,262 15,262 15,262 15,262

２． 19,467 20,200 20,287 21,785 24,397 25,410 24,500 22,723 21,923 21,887 21,864 21,864
(1)

(2) 19,303 20,031 20,206 21,649 24,261 25,274 24,364 22,587 21,787 21,751 21,728 21,728
(3) 164 169 81 136 136 136 136 136 136 136 136 136

(C) 276,753 283,324 284,774 284,535 287,641 289,150 288,737 286,462 285,165 284,634 284,116 283,626
１． 246,268 237,409 247,954 251,052 257,165 259,115 251,914 238,254 230,601 228,893 227,736 227,229
(1) 68,501 37,076 44,247 44,247 44,247 44,247 44,247 44,247 44,247 44,247 44,247 44,247

32,331 20,358 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169

36,170 16,718 24,078 24,078 24,078 24,078 24,078 24,078 24,078 24,078 24,078 24,078
(2) 71,331 93,389 97,872 97,976 97,976 97,976 97,976 97,976 97,976 97,976 97,976 97,976

16,960 16,445 16,760 16,760 16,760 16,760 16,760 16,760 16,760 16,760 16,760 16,760
10,065 5,837 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200

123 82 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100
44,183 71,025 72,807 72,916 72,916 72,916 72,916 72,916 72,916 72,916 72,916 72,916

(3) 106,436 106,944 105,835 108,829 114,942 116,892 109,691 96,031 88,378 86,670 85,513 85,006
２． 30,063 29,362 28,031 27,402 27,021 25,855 24,237 22,639 21,114 19,617 18,132 16,743
(1) 29,983 29,184 27,941 27,272 26,891 25,725 24,107 22,509 20,984 19,487 18,002 16,613
(2) 80 178 90 130 130 130 130 130 130 130 130 130

(D) 276,331 266,771 275,985 278,454 284,186 284,970 276,151 260,893 251,715 248,510 245,868 243,972
(E) 422 16,553 8,789 6,081 3,455 4,180 12,586 25,569 33,450 36,124 38,248 39,654
(F)
(G) 6,093
(H) △ 6,093

△ 5,671 16,553 8,789 6,081 3,455 4,180 12,586 25,569 33,450 36,124 38,248 39,654
(I) 105,841 122,394 131,183 137,264 140,719 144,899 156,485 183,054 216,504 252,628 290,876 330,530
(J) 298,758 309,940 331,445 338,500 345,500 352,500 359,500 366,500 373,500 380,500 387,500 394,500

74,569 48,560 26,583 32,793 35,793 38,793 38,293 37,793 37,393 36,743 36,643 36,443
(K) 155,909 136,213 137,215 175,024 178,092 173,870 168,040 172,346 173,895 170,302 170,798 170,180

65,141 72,365 74,326 76,629 79,234 78,778 71,615 70,909 71,028 67,404 68,342 68,786

32,353 5,736 3,607 5,420 5,420 2,689 2,689 2,689 2,689 2,689 2,689 2,689
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 257,286 263,124 264,487 262,750 263,244 263,740 264,237 263,739 263,242 262,747 262,252 261,762

(N)

(O)

(P)

収 入 計

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

他 会 計 補 助 金

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

基 本 給
退 職 給 付 費

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

流 動 資 産

×100

流 動 負 債

収

益

的

収

入

そ の 他

支 払 利 息
そ の 他

営 業 費 用

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

）

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

う ち 未 払 金

特 別 損 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

職 員 給 与 費

経 費

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

補 助 金

本年度

長 期 前 受 金 戻 入

29年度 36年度 37年度35年度31年度 34年度30年度 32年度 33年度

(（L）/（M）×100)

そ の 他 補 助 金

(A)-(B)

営 業 外 費 用

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

収

益

的

支

出

(E)+(H)

特 別 利 益

(F)-(G)

(C)-(D)

減 価 償 却 費

う ち 建 設 改 良 費 分

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

支 出 計

累 積 欠 損 金 比 率 （

経 常 損 益

う ち 一 時 借 入 金



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
簡易水道

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 55,643 55,634 59,156 56,740 57,005 57,282 57,226 57,086 57,114 56,975 56,836 56,670
(1) 54,830 54,866 57,480 55,140 55,415 55,692 55,636 55,496 55,524 55,385 55,246 55,080
(2) (B)
(3) 813 768 1,676 1,600 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590

２． 42,767 42,758 32,488 31,639 30,194 27,395 25,755 25,579 25,212 24,643 24,222 23,973
(1) 5,794 5,566 5,500 5,103 4,856 4,602 4,346 4,092 3,832 3,565 3,298 3,049

5,794 5,566 5,500 5,103 4,856 4,602 4,346 4,092 3,832 3,565 3,298 3,049

(2) 36,909 37,125 26,920 26,468 25,270 22,725 21,341 21,419 21,312 21,010 20,856 20,856
(3) 64 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

(C) 98,410 98,392 91,644 88,379 87,199 84,677 82,981 82,665 82,326 81,618 81,058 80,643
１． 75,377 73,996 73,804 72,992 69,556 62,207 58,206 58,013 57,216 56,643 56,417 56,416
(1)

(2) 24,278 22,906 23,216 23,913 23,913 23,913 23,913 23,913 23,913 23,913 23,913 23,913
3,582 3,269 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485
5,798 3,609 5,273 5,273 5,273 5,273 5,273 5,273 5,273 5,273 5,273 5,273

58 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
14,840 16,028 14,388 15,085 15,085 15,085 15,085 15,085 15,085 15,085 15,085 15,085

(3) 51,099 51,090 50,588 49,079 45,643 38,294 34,293 34,100 33,303 32,730 32,504 32,503
２． 9,769 9,427 8,921 7,581 7,107 6,619 6,126 5,640 5,140 4,628 4,116 3,639
(1) 8,681 8,241 7,812 7,351 6,877 6,389 5,896 5,410 4,910 4,398 3,886 3,409
(2) 1,088 1,186 1,109 230 230 230 230 230 230 230 230 230

(D) 85,146 83,423 82,725 80,573 76,663 68,826 64,332 63,653 62,356 61,271 60,533 60,055
(E) 13,264 14,969 8,919 7,806 10,536 15,851 18,649 19,012 19,970 20,347 20,525 20,588
(F)
(G) 2,666
(H) △ 2,666

10,598 14,969 8,919 7,806 10,536 15,851 18,649 19,012 19,970 20,347 20,525 20,588
(I) 119,277 135,546 145,765 152,460 163,186 179,226 198,064 217,264 237,417 257,940 278,635 300,896
(J) 289,720 305,839 307,685 327,000 347,000 367,000 387,000 407,000 427,000 447,000 467,000 487,000

22,578 7,351 9,719 10,235 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550
(K) 38,088 34,423 34,872 35,506 35,969 34,934 36,092 36,591 37,103 36,139 35,597 34,435

19,916 20,465 20,940 21,574 22,037 21,002 22,160 22,659 23,171 22,207 21,665 20,503

3,416 1,857 1,813 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 55,643 55,634 59,156 56,740 57,005 57,282 57,226 57,086 57,114 56,975 56,836 56,670

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

34年度 35年度 36年度 37年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
上水道

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 37,700 43,200 67,400 95,800 34,500

２． 17,500 16,000 52,400 98,600 35,000

３．

４．

５．

６． 21,024 19,233 62,919 118,402 42,065

７．

８． 10,713 2,367 8,290 7,841 8,554

９．

(A) 86,937 80,800 191,009 320,643 120,119

(B)

(C) 86,937 80,800 191,009 320,643 120,119

１． 100,427 87,076 211,608 326,720 126,215

２． 57,752 65,141 72,365 74,326 76,629 79,234 78,778 71,615 70,909 71,028 67,404 68,342

３．

４．

５．

(D) 158,179 152,217 283,973 401,046 202,844 79,234 78,778 71,615 70,909 71,028 67,404 68,342

(E) 71,242 71,417 92,964 80,403 82,725 79,234 78,778 71,615 70,909 71,028 67,404 68,342

１． 48,328 66,820 82,565 65,998 77,570 79,234 78,778 71,615 70,909 71,028 67,404 68,342

２． 18,000

３．

４． 4,914 4,597 10,399 14,405 5,155

(F) 71,242 71,417 92,964 80,403 82,725 79,234 78,778 71,615 70,909 71,028 67,404 68,342

(G)

(H) 1,481,404 1,459,463 1,454,498 1,475,972 1,433,843 1,354,609 1,275,831 1,204,216 1,133,307 1,062,279 994,875 926,533

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1,470 1,774 1,677 1,649 1,667 1,688 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

1,470 1,774 1,677 1,649 1,667 1,688 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

17,500 16,000 52,400 98,600 35,000

17,500 16,000 52,400 98,600 35,000

18,970 17,774 54,077 100,249 36,667 1,688 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

純 計

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 平 準 化 債

36年度33年度 34年度 35年度本年度 29年度 30年度 31年度 37年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

計

計

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

32年度

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

補

塡

財

源

資

本

的

収

支

(E)-(F)

企 業 債 償 還 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

計

補 塡 財 源 不 足 額

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

本年度 29年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

30年度

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

合 計

(A)-(B)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分

37年度32年度 33年度 34年度 35年度

損 益 勘 定 留 保 資 金

36年度31年度



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
簡易水道

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 300 23,900

２．

３． 10,205 10,423 10,706 10,953 11,288 11,530 11,022 11,611 11,872 12,137 11,667 11,407

４．

５．

６． 318

７．

８．

９．

(A) 10,823 34,323 10,706 10,953 11,288 11,530 11,022 11,611 11,872 12,137 11,667 11,407

(B)

(C) 10,823 34,323 10,706 10,953 11,288 11,530 11,022 11,611 11,872 12,137 11,667 11,407

１． 672 25,524 16,988

２． 19,500 19,915 20,465 20,940 21,574 22,037 21,002 22,160 22,659 23,171 22,207 21,665

３．

４．

５．

(D) 20,172 45,439 37,453 20,940 21,574 22,037 21,002 22,160 22,659 23,171 22,207 21,665

(E) 9,349 11,116 26,747 9,987 10,286 10,507 9,980 10,549 10,787 11,034 10,540 10,258

１． 8,149 8,395 24,189 9,987 10,286 10,507 9,980 10,549 10,787 11,034 10,540 10,258

２． 1,200 1,300 1,300

３．

４． 1,421 1,258

(F) 9,349 11,116 26,747 9,987 10,286 10,507 9,980 10,549 10,787 11,034 10,540 10,258

(G)

(H) 387,213 391,198 370,733 349,793 328,219 306,182 285,180 263,020 240,361 217,190 194,983 173,318

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

5,794 5,566 5,500 5,103 4,856 4,602 4,346 4,092 3,832 3,565 3,298 3,049

4,594 4,366 4,300 3,903 3,656 3,402 3,146 2,892 2,632 2,365 2,098 1,849

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

10,205 10,423 10,706 10,953 11,288 11,530 11,022 11,611 11,872 12,137 11,667 11,407

10,205 10,423 10,706 10,953 11,288 11,530 11,022 11,611 11,872 12,137 11,667 11,407

15,999 15,989 16,206 16,056 16,144 16,132 15,368 15,703 15,704 15,702 14,965 14,456

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

36年度 37年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

本年度 29年度

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

34年度 35年度 36年度 37年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度



様式第2号（法適用企業・法非適用企業　共通）

投資・財政計画（説明）

　投資についての説明

　平成25年度より着手している水道未普及地域解消事業【飛地：田中・八割地区】について計上している。

　財源についての説明

　水道未普及地域解消事業の財源として、国庫補助金・一般会計出資金・工事負担金（消火栓設置分）・起債等を予定している。
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